令和７年度埼玉県自殺対策連絡協議会　議事録

開催日時：令和７年11月13日（木）　10時00分～11時30分
場　　　所：Teams によるＷＥＢ会議
出 席 者：別紙のとおり
傍 聴 人：0名

１　開　　会　　　
２　委員紹介　　
３　議　　事　　　協議会設置要綱第４条第２項の規定に基づき、丸木会長が議長となり以降の
　　　　　　　　　　議事を進行。

■議事（１）令和６年の県内の自殺の動向について
■議事（２）埼玉県における自殺対策の取組状況について
[bookmark: _Hlk215653024]事務局：資料１、２－１、２－２に基づき説明。

丸木会長：提示された資料には、さいたま市のデータは含まれるのか。

事務局：自殺者数は、さいたま市を含む県全域の数値である。取組に関しては県の事業であるが、暮らしとこころの総合相談会などは、県と市が共同で行っている。

■議事（３）さいたま市における自殺対策の取組状況について
事務局：資料３に基づき説明。

丸木会長：自殺者数が減っているのは良い結果と思う。自殺率を推計すると、令和10年の目標を達成できる可能性がある。令和7年の自殺者数が減っていることについて、さいたま市の見解はあるか。

[bookmark: _Hlk215654826]事務局：自殺の増減要因は多面的であり分析は難しいが、近年の増減は男性の自殺者数の動向が影響している。今後も幅広い層を対象とした取り組みが必要と考えている。

丸木会長：自殺対策医療連携事業（GPEネット事業）の実績はどうか。

こころの健康センター：近年の実績は減少傾向だったが、令和6年度は前年度より若干増加した。特徴としては救急病院から精神科への紹介が多い。また、児童相談所や教育相談室からの紹介で病院やクリニックにつないだ事例が増えている。利用者は10代が最も多く（9件）、続いて20代・30代で、30代までで6割以上を占める。相談内容には薬の過量服薬（オーバードーズ）が多い。昨年度、事務局に入った相談件数は64件、そのうち精神科へのつなぎを行ったのは34件。今年度は内科・一般診療所での利用促進のための動画作成や、医療につないだ後のフォローアップ強化に取り組んでいる。

丸木会長：とてもいい事業だと思う。かかりつけ医への啓発などを積極的に行ってほしい。

井口委員：暮らしの困りごとと、こころの総合相談会について、統計や相談の傾向などを教えてほしい。

こころの健康センター：さいたま市は年6回実施しており、今月までで4回実施済みである。各回の相談件数は概ね1回目10件、2回目9件、3回目6件、4回目10件。最大12件受けられる体制で行っているが、キャンセル等で実際は1〜2件少なくなる。相談種別の統計もとっており、ギャンブルに関連する借金問題や法律相談が多い傾向がある。年代では40代以降の相談者が比較的多い。

丸木会長：さいたま市のデータを県に提供してもえるといい。

秋葉委員：埼玉県の公認心理士会で教育のほうも担当している。県の若年層対策は公立のみ対象か、私立校の児童生徒も含まれるか教えていただきたい。

事務局：相談窓口を掲載したカードについては、私立学校・公立学校に配布している。また、疾病対策課が実施している若年向けSNS相談に関しては、若い方により多く利用していただきたいと考えているが、40代・50代の利用も多くなっている。今後、さらに若年層向けの取組や事業を検討する必要があると考えている。

■議事（４）委員からの情報提供
井口委員：資料４に基づき情報提供。

丸木会長：特に若い方が陥りがちな多重債務の問題がある。オンラインカジノなどが代表例と言えるのではないか。おそらくギャンブルの依存が原因にとなっていることなどが考えられる。生活苦からスマートフォンを通じてお金を借りようとするのは若い方が多いのではないか。

井口委員：生活苦の問題はある。

丸木会長：井口委員、情報提供ありがとうございました。最後に多少時間があるので、委員の方から何かコメントはあるか。

太田委員：今日の話を聞いて、精神疾患が自殺に結びついてしまう現実が分かった。私たちもどのように相談対応してよいか分からないことがあるため、本協議会事務局から飯島委員に繋いでもらい、令和8年2月に相談員向けの研修の講師を引き受けてもらえることになった。

埼玉いのちの電話：埼玉いのちの電話では、24時間365日体制で電話・メール相談をボランティアで実施している。オーバードーズや借金、家庭不和など多様な相談を受けているが、改めて最前線で多くの相談を受けていると感じた。

飯島委員：自殺は複合的な問題で、医療介入で未然に防いでいる例もあるが無力な部分もある。   実績として自殺者数は減少しているものの、ゼロにすることはできないのだろうかというのが今の感想としてある。GPEネット事業について、令和6年度は件数が増えたということだが、減少傾向にあった理由はあるのか。とてもいいシステムだと思っているが、これを埼玉県全体で実施していくことは現実的に難しいのか。
 
丸木会長：GPEネット事業は、自殺未遂者の再発を防ぐということが念頭に置かれたシステムで、一つには自殺未遂の人がいた場合にかかりつけ医がすぐ精神科病院に送れるというところがあるが、意外に使われていない現状にある。

こころの健康センター：GPEネット事業は、最後のセーフティネットと思っている。国の補助金で事業を運営しているが、補助金が減ってきており、財政面でも厳しい状況にある。市としては継続を目指し、かかりつけ医向けの動画を作成するなど事業の周知に取組んでいる。

丸木会長：他の委員からは、なにかあるか。

埼玉いのちの電話：チャット相談を始めようと検討している。県で実施しているチャット相談について、件数や若者の利用について聞きたい。

事務局：SNS相談は毎日実施している。相談受付件数は累計で約11,000件、途中で返事が来なくなってしまう相談者もいるが相談対応完了できた方が約6,000件。年代別では20代が一番多く約2割、10代以下は6.3%となっている。20代の次に多い年代が40代で、同じく約20%となっている。電話相談を利用しない若い方がSNS相談を利用している可能性があり、一定数の相談を受けとめることができている。

埼玉いのちの電話：電話はすぐに対話が始まるが、チャットは文字でメッセージを送る。比較してチャット相談はどのくらい効果があるのか伺いたい。

事務局：電話相談と違うところは、チャットで入っても立て込んでいる時は、お返しができないが、空いた時に再度のアプローチできるのがチャット相談ならではと思っている。

太田委員：さいたまチャイルドラインでは、チャットの利用者数が今年か来年に電話利用者数を越える見込となっている。電話は簡単に終わってしまうものも多いが、チャットは平均しても30分以上かかる。開設している時には、一時間半くらいのものが必ずある。最近気になっている傾向としては、自分が100％きちんとできなければだめだと思っている子どもが多い。頑張っても頑張ってもだめだというふうに訴えてくる子どもにじっくりと寄り添うことはできると思っている。子どもたちも文字にすることで、気持ちの整理をつけるというところがあるので、そういう意味でとても効果があるのではないかと思っている。ただ、子どもたちの役に本当に立ったかどうかというのは、子どもたちに聞いてみないとわからない。100％絶対いいですとは言えないが、利用者はどんどん増えている。

丸木会長：SNSは必ず広がっていく。今のチャットのようなものも時間が経てばAIで対応できると思う。一般の救急でもまずAIで対応するという形がスムーズにいっており、信頼がおける状況になってきている。今後もニーズが増えてくると思う。

生徒指導課：生徒指導課では中学生と高校生を対象にラインによる「指先でつながるお悩み相談」という事業で相談を受け付けている。相談者からは匿名による対応となっているが、継続的な相談により相談者から個人情報を発信していただいたことで関係機関と連携して相談者に対応することができたケースがあった。

丸木会長：かなり有効なものもある。若い人はSNSを使った方が電話相談よりも抵抗がないという方が多い。 

■議事（５）その他
事務局：資料５に基づき自殺対策基本法の一部改正について情報提供。

丸木会長：これについては、また協議会の設置で御協力をお願いするという形になるかもしれない。これで議事は終了とさせていただく。 

事務局：現在自殺対策計画は、地域保健医療計画に組み込まれており、来年度はこの地域保健医療計画の中間見直しの年になる。具体的なスケジュールは未定であるが、来年度は本会議の開催時期の変更、もしくは計画に対する意見を伺うために、書面による会議を別途開催するなど、今年度と違う動きをする可能性がある。

４　閉　　会
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